
JP 6285840 B2 2018.2.28

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前側に作業装置が取付けられ、支持構造体をなした車体フレームと、
　該車体フレームの後側に設けられたカウンタウエイトと、
　該カウンタウエイトの前側に位置して前記車体フレーム上に左，右方向に延びる横置き
状態に設けられたエンジンと、
　該エンジンの長さ方向の一方に設けられた油圧ポンプと、
　前記エンジンの長さ方向の他方に位置して前記車体フレーム上に設けられた熱交換装置
と、
　左，右の側面板および該各側面板の上端に配置され前記エンジンを含む搭載機器に対し
メンテナンスを行うための開口部を有する上面板からなる建屋カバーと、
　外気を吸込み、冷却風として前記熱交換装置へ供給する冷却ファンと、
　前記建屋カバーの開口部を閉塞するために該開口部を取囲む周面板および該周面板の上
端位置に設けられた天面板からなるエンジンカバーとを備えてなる建設機械において、
　前記エンジンカバーの周面板には、下方から上方に向けて内向きに傾いた傾斜面部が設
けられており、
　前記周面板の傾斜面部には、上，下方向に並んだ複数個の開口からなる通気口が設けら
れており、
　前記傾斜面部の内側面で前記通気口と対向する位置には、前記複数個の開口を取囲んで
雨水・塵埃排出ボックスが設けられており、
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　前記雨水・塵埃排出ボックスには、前記複数個の開口の上部位置と対面して配置され、
前記エンジンカバーの内部から外部に前記冷却風を排出させる内部通気口が設けられてお
り、かつ
　前記雨水・塵埃排出ボックスには、前記複数個の開口の下部位置と対面し前記通気口か
ら該雨水・塵埃排出ボックス内に侵入した雨水、塵埃を前記下部位置にある前記開口から
外部に排出するように案内する排出案内面が設けられていることを特徴とする建設機械。
【請求項２】
　前記雨水・塵埃排出ボックスは、上側に位置して前記内部通気口が設けられた垂直面と
、該垂直面の下端から前記下部位置にある前記開口に向けて下方に傾斜した前記排出案内
面とが備えられていることを特徴とする請求項１に記載の建設機械。
【請求項３】
　前記雨水・塵埃排出ボックスには、前記内部通気口を覆う位置に網状部材が設けられて
おり、該網状部材によって前記内部通気口からの土砂の侵入を規制することを特徴とする
請求項１または２に記載の建設機械。
【請求項４】
　前記通気口の前記各開口は、左，右方向に長尺な横長開口として形成されており、
　前記通気口は、前記横長開口が上，下方向に多段に並べられて形成されていることを特
徴とする請求項１，２または３に記載の建設機械。
【請求項５】
　前記油圧ポンプの上方には、前記エンジンから排出された排気ガスを処理する排気ガス
後処理装置を備え、
　前記エンジンカバーは、前記エンジンと前記排気ガス後処理装置を覆っていることを特
徴とする請求項１，２，３または４に記載の建設機械。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばエンジンカバーに空気を流通させるための通気口が設けられた油圧シ
ョベル等の建設機械に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、建設機械の代表例としての油圧ショベルは、自走可能な下部走行体と、該下部
走行体上に旋回可能に設けられた上部旋回体と、該上部旋回体の前，後方向の前側に俯仰
動可能に設けられた作業装置とにより構成されている。
【０００３】
　上部旋回体は、支持構造体をなし前側に作業装置が取付けられた旋回フレームと、該旋
回フレームの後側に設けられたカウンタウエイトと、該カウンタウエイトの前側に位置し
て前記旋回フレーム上に左，右方向に延びる横置き状態に設けられたエンジンと、該エン
ジンの長さ方向の右側に設けられた油圧ポンプと、前記エンジンの長さ方向の左側に位置
して前記旋回フレーム上に設けられた熱交換装置と、左，右の側面板および該各側面板の
上端に配置され前記エンジンを含む搭載機器に対しメンテナンスを行うための開口部を有
する上面板からなる建屋カバーと、該建屋カバーの開口部を閉塞するエンジンカバーとに
より構成されている。
【０００４】
　エンジンカバーには、熱交換装置による冷却に用いた冷却風を排出したり、エンジン等
が発生する熱を外部に逃すための通気口が設けられている。この場合、エンジンカバーに
は、通気性を確保しつつ、外部から雨水や塵埃が侵入するのを防止するために、通気口を
部分的に覆うカバー部材を設ける構成としている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】特開２０１４－８０８２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した従来技術によれば、エンジンカバー上面の開口部において雨水
を案内し捕捉する構成が示されているが、例えば、傾斜地で駐機した場合には、エンジン
カバー外部への雨水の排出は十分とならない可能性がある。
【０００７】
　本発明の目的は、傾斜地等での駐機状態に関係なく、エンジンカバー開口部へ雨水等が
浸入した際にもエンジンカバーの外側へ雨水の排出が促されるように構成したことにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明による建設機械は、前側に作業装置が取付けられ、支持構造体をなした車体フレ
ームと、該車体フレームの後側に設けられたカウンタウエイトと、該カウンタウエイトの
前側に位置して前記車体フレーム上に左，右方向に延びる横置き状態に設けられたエンジ
ンと、該エンジンの長さ方向の一方に設けられた油圧ポンプと、前記エンジンの長さ方向
の他方に位置して前記車体フレーム上に設けられた熱交換装置と、左，右の側面板および
該各側面板の上端に配置され前記エンジンを含む搭載機器に対しメンテナンスを行うため
の開口部を有する上面板からなる建屋カバーと、外気を吸込み、冷却風として前記熱交換
装置へ供給する冷却ファンと、前記建屋カバーの開口部を閉塞するために該開口部を取囲
む周面板および該周面板の上端位置に設けられた天面板からなるエンジンカバーとを備え
てなる。
【０００９】
　上述した課題を解決するために、本発明が採用する構成の特徴は、前記エンジンカバー
の周面板には、下方から上方に向けて内向きに傾いた傾斜面部が設けられており、前記周
面板の傾斜面部には、上，下方向に並んだ複数個の開口からなる通気口が設けられており
、前記傾斜面部の内側面で前記通気口と対向する位置には、前記複数個の開口を取囲んで
雨水・塵埃排出ボックスが設けられており、前記雨水・塵埃排出ボックスには、前記複数
個の開口の上部位置と対面して配置され、前記エンジンカバーの内部から外部に前記冷却
風を排出させる内部通気口が設けられており、かつ前記雨水・塵埃排出ボックスには、前
記複数個の開口の下部位置と対面し前記通気口から該雨水・塵埃排出ボックス内に侵入し
た雨水、塵埃を前記下部位置にある前記開口から外部に排出するように案内する排出案内
面が設けられていることにある。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、傾斜地等での駐機状態に関係なく、エンジンカバー開口部へ雨水等が
浸入した際にも、エンジンカバーの外側に雨水を排出することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る油圧ショベルを示す正面図である。
【図２】作業装置の一部を省略した状態の油圧ショベルを示す拡大平面図である。
【図３】上部旋回体の後側を図２中の矢示III－III方向から見た拡大断面図である。
【図４】エンジンカバーを構成する後処理装置用カバー部材の外側カバーを上方から見た
斜視図である。
【図５】図４の外側カバーを下方から見た斜視図である。
【図６】雨水・塵埃排出ボックスを仮想線の通気口と共に拡大して示す斜視図である。
【図７】図３中の（VII）部を拡大して示す断面図である。
【図８】第２の実施の形態による通気口と雨水・塵埃排出ボックスを外側カバーと一緒に
図５と同様位置から見た斜視図である。
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【図９】第１の変形例による雨水・塵埃排出ボックスを示す斜視図である。
【図１０】第２の変形例による雨水・塵埃排出ボックスを示す斜視図である。
【図１１】第３の変形例による通気口を備えた外側カバーを図７と同様位置から見た断面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態に係る建設機械の代表例として、クローラ式の油圧ショベル
を例に挙げ、添付図面に従って詳細に説明する。
【００１３】
　まず、図１ないし図７は本発明の第１の実施の形態を示している。図１、図２において
、油圧ショベル１は、クローラ式の建設機械を構成している。油圧ショベル１は、自走可
能な下部走行体２と、該下部走行体２上に旋回可能に搭載され、該下部走行体２と共に車
体を構成する上部旋回体３と、該上部旋回体３の前側に俯仰動可能に設けられ、土砂の掘
削作業等を行う作業装置４とを含んで構成されている。
【００１４】
　旋回フレーム５は、上部旋回体３の一部となる車体フレームを構成するもので、支持構
造体として形成されている。旋回フレーム５は、図３に示す如く、前，後方向に延びる厚
肉な鋼板等からなる底板５Ａと、該底板５Ａ上に立設され、左，右方向の中央寄り位置に
所定の間隔をもって前，後方向に延びて立設された左縦板５Ｂ，右縦板５Ｃと、前記底板
５Ａ、各縦板５Ｂ，５Ｃから左，右方向の外側に向けて張出した複数本の張出しビーム５
Ｄと、前記各縦板５Ｂ，５Ｃの左，右に間隔をもって前，後方向に延び、前記各張出しビ
ーム５Ｄの先端部に取付けられた左サイドフレーム５Ｅ，右サイドフレーム５Ｆと、前記
底板５Ａ、右縦板５Ｃの後側に設けられた例えば４個のエンジンブラケット５Ｇと、前記
底板５Ａと各サイドフレーム５Ｅ，５Ｆとの間に設けられた複数枚のアンダカバー５Ｈと
により構成されている。図２に示すように、左，右の縦板５Ｂ，５Ｃの前側には、作業装
置４が俯仰動可能に取付けられている。
【００１５】
　キャブ６は、旋回フレーム５の左前側に搭載され、該キャブ６は、上，下方向に延びる
ボックス体として形成されている。キャブ６は、オペレータが搭乗するもので、内部には
オペレータが着座する運転席、走行用の操作レバー、作業用の操作レバー等（いずれも図
示せず）が配設されている。
【００１６】
　カウンタウエイト７は、旋回フレーム５の後側に設けられている。このカウンタウエイ
ト７は、作業装置４との重量バランスをとるもので、後面側が円弧状をした重量物として
形成されている。
【００１７】
　図３に示すように、エンジン８は、カウンタウエイト７の前側に位置して旋回フレーム
５上に搭載されている。このエンジン８は、左，右方向に延びる横置き状態に設けられ、
その左側には外部から冷却風を吸込むための冷却ファン８Ａが設けられている。さらに、
エンジン８は、排気ガスを排出するための排気管８Ｂが後述する排気ガス後処理装置１１
に接続されている。そして、エンジン８は、防振マウント８Ｃを介して旋回フレーム５の
各エンジンブラケット５Ｇに取付けられている。
【００１８】
　冷却ファン８Ａは、エンジン８を動力源として回転駆動されることにより、後述する左
側面ドア１６の吸気口１６Ａから機械室１５内に外気を吸込み、この外気を冷却風として
後述の熱交換装置１０に供給するものである。なお、冷却ファンは、エンジンと別個に設
け、電動モータ等で回転駆動することもできる。
【００１９】
　油圧ポンプ９は、エンジン８の長さ方向の一方、即ち、エンジン８の右側に設けられて
いる。この油圧ポンプ９は、下部走行体２、作業装置４等に設けられた各油圧アクチュエ
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ータを動作させるための圧油（作動油）を吐出するものである。
【００２０】
　熱交換装置１０は、エンジン８の長さ方向の他方、即ち、エンジン８の左側に位置し、
冷却ファン８Ａと対面して旋回フレーム５上に設けられている。この熱交換装置１０は、
例えばラジエータ、オイルクーラ等を冷却風の流れ方向に対して並列、即ち、旋回フレー
ム５の前，後方向に並べて配置することにより構成されている。熱交換装置１０は、冷却
ファン８Ａにより取込まれた外気（冷却風）により、エンジン冷却水、作動油等の流体を
冷却するものである。
【００２１】
　ここで、熱交換装置１０は、前述したように、ラジエータ、オイルクーラ等を冷却風の
流れ方向に対して並列に配置しているから、冷却風を受ける面積を確保するために、上，
下方向に長尺に形成されている。
【００２２】
　排気ガス後処理装置１１は、エンジン８の右側となる油圧ポンプ９の上方に設けられて
いる。排気ガス後処理装置１１は、エンジン８から排出される排気ガス中の有害物質を除
去すると共に、排気ガスの騒音を低減するものである。排気ガス後処理装置１１は、エン
ジン８側に位置して旋回フレーム５の前，後方向に延びる円筒容器状の第１の筒状ケース
１１Ａと、該第１の筒状ケース１１Ａの下流側に連通しつつ、該筒状ケース１１Ａとほぼ
平行に延びた接続管１１Ｂと、前記第１の筒状ケース１１Ａの右下位置に隣接して配置さ
れ、上流側が前記接続管１１Ｂに接続された円筒容器状の第２の筒状ケース１１Ｃと、前
記各ケース１１Ａ，１１Ｃ等に設けられた処理装置本体（図示せず）とにより構成されて
いる。
【００２３】
　第１の筒状ケース１１Ａの上流側は、エンジン８の排気管８Ｂに接続されている。一方
、第２の筒状ケース１１Ｃの下流側には、出口管１１Ｄが上向きに突出して設けられてい
る。この出口管１１Ｄは、後述する後処理装置用カバー部材２１の外側カバー２３に設け
られる尾管２６に接続される。
【００２４】
　ここで、各ケース１１Ａ，１１Ｃ等に設けられた処理装置本体について説明すると、こ
の処理装置本体としては、排気ガスに含まれる粒子状物質（ＰＭ）を捕集して除去するた
めに酸化触媒やフィルタから構成された粒子状物質除去装置、排気ガスに含まれる窒素酸
化物（ＮＯｘ）を尿素水溶液を用いて浄化するＮＯｘ浄化装置、排気ガスの騒音を低減す
る消音装置（排気マフラ）等が知られている。これらの処理装置本体は、単体で使用した
り、組合せて使用したりすることができる。
【００２５】
　作動油タンク１２は、油圧ポンプ９の前側に位置して旋回フレーム５上に設けられてい
る（図２参照）。この作動油タンク１２は、油圧ショベル１に搭載された油圧アクチュエ
ータに供給する作動油を貯えるものである。また、燃料タンク１３は、エンジン８に供給
する燃料を貯えるもので、作動油タンク１２の前側に位置して旋回フレーム５上に設けら
れている。
【００２６】
　建屋カバー１４は、キャブ６とカウンタウエイト７との間に位置して旋回フレーム５に
設けられている。この建屋カバー１４は、エンジン８、油圧ポンプ９、熱交換装置１０、
排気ガス後処理装置１１等の搭載機器を覆うもので、内部に当該搭載機器を収容する機械
室１５を形成するものである。建屋カバー１４は、後述する左側面ドア１６、右側面ドア
１７、上面板１８等を含んで構成されている。
【００２７】
　左側面ドア１６は、左側面板を形成するもので、カウンタウエイト７の左端縁位置から
前側に延びるように旋回フレーム５の左サイドフレーム５Ｅ上に立設されている。この左
側面ドア１６は、熱交換装置１０と対面し、例えば後端部を回動支点として前側を開，閉
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することができる。左側面ドア１６の上側には、機械室１５内を外部と連通するための多
数本のスリットからなる吸気口１６Ａが設けられている。この吸気口１６Ａは、熱交換装
置１０を冷却する空気（外気）を吸込むためのものである。
【００２８】
　右側面ドア１７は、右側面板を形成するもので、カウンタウエイト７の右端縁位置から
前側に延びるように旋回フレーム５の右サイドフレーム５Ｆ上に立設されている。この右
側面ドア１７は、左側面ドア１６と同様に、後端部を回動支点として前側を開，閉するこ
とができる。
【００２９】
　上面板１８は、左，右の側面ドア１６，１７の上端に配置され、左，右方向に長尺な平
板として形成されている。上面板１８は、エンジン８を含む搭載機器をメンテナンスをす
るための開口部１８Ａ（図３参照）を有している。ここで、上面板１８は、例えば複数枚
の板材を左，右方向で繋ぎ合わせることにより形成されている。さらに、上面板１８の左
側には、左側面ドア１６の吸気口１６Ａの近傍に位置して他の吸気口１８Ｂが設けられて
いる。
【００３０】
　次に、本発明の特徴部分であるエンジンカバー１９の構成を、図２ないし図５を用いて
詳細に述べる。
【００３１】
　第１の実施の形態によるエンジンカバー１９は、建屋カバー１４を構成する上面板１８
の開口部１８Ａを閉塞するために設けられている。このエンジンカバー１９は、エンジン
８、熱交換装置１０等の上方を覆うエンジン用カバー部材２０と、排気ガス後処理装置１
１の上方を覆う後処理装置用カバー部材２１とにより構成されている。なお、エンジンカ
バー１９は、エンジン用カバー部材と後処理装置用カバー部材とに分割せず、１個の部材
によって構成することもできる。
【００３２】
　図２に示すように、エンジン用カバー部材２０は、上面板１８の開口部１８Ａを前側か
ら取囲む前周面板２０Ａと、前記開口部１８Ａを後側から取囲む後周面板２０Ｂと、前記
開口部１８Ａを左側から取囲む左周面板２０Ｃと、前記各周面板２０Ａ～２０Ｃの上端位
置に設けられた天面板２０Ｄとにより、右側と下側が開放された扁平なボックス状に構成
されている。
【００３３】
　天面板２０Ｄには、熱交換装置１０を通過して温度上昇した冷却風を外部に排出するた
めの排気口２０Ｅが複数個、例えば２個設けられている。エンジン用カバー部材２０は、
例えばカウンタウエイト７側に位置する後周面板２０Ｂの下部が建屋カバー１４の上面板
１８に回動支点として取付けられている。これにより、エンジン用カバー部材２０は、前
側が開，閉可能となっている。なお、エンジン用カバー部材２０は、加工性、開，閉時の
操作性、メンテナンス性等を考慮し、左，右方向で複数個に分割する構成としてもよい。
【００３４】
　後処理装置用カバー部材２１は、排気ガス後処理装置１１の上方を覆うもので、エンジ
ン用カバー部材２０の右側に隣接して配設されている。ここで、後処理装置用カバー部材
２１は、エンジン８よりも高い位置に配置された排気ガス後処理装置１１を覆うものであ
るから、エンジン用カバー部材２０よりも上側に突出して形成されている。
【００３５】
　後処理装置用カバー部材２１は、エンジン用カバー部材２０側（左，右方向の内側）に
配置され、排気ガス後処理装置１１の第１の筒状ケース１１Ａ上を覆った内側カバー２２
と、該内側カバー２２の左，右方向の外側（右側）に位置して第２の筒状ケース１１Ｃ上
を覆った外側カバー２３とを含んで構成されている。
【００３６】
　図２、図３に示すように、内側カバー２２は、前，後方向に長尺な箱状体として形成さ
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れている。具体的には、内側カバー２２は、エンジン用カバー部材２０の前周面板２０Ａ
に連続するように配置され上面板１８の開口部１８Ａの前側を取囲んだ前周面板２２Ａと
、エンジン用カバー部材２０の後周面板２０Ｂに連続するように配置され前記開口部１８
Ａの後側を取囲んだ後周面板２２Ｂと、エンジン用カバー部材２０の天面板２０Ｄの右端
から立上るように形成された立上り板２２Ｃと、各周面板２０Ａ，２０Ｂおよび立上り板
２２Ｃの上端位置に設けられた天面板２２Ｄとにより構成されている。
【００３７】
　前記天面板２２Ｄには、温度上昇した冷却風を外部に排出するための排気口２２Ｅが複
数個、例えば前，後方向に並んで２個設けられている。そして、内側カバー２２は、建屋
カバー１４の上面板１８に対して開閉可能または着脱可能に取付けられている。
【００３８】
　次に、後処理装置用カバー部材２１の外側カバー２３の構成について説明する。この外
側カバー２３は、エンジンカバー１９の一部を構成するもので、後述する通気口２４と雨
水・塵埃排出ボックス２５とを備えている。
【００３９】
　外側カバー２３は、内側カバー２２と左，右方向で対向する前，後方向に長尺な箱状体
として形成されている。具体的には、外側カバー２３は、内側カバー２２の前周面板２２
Ａに連続するように配置され上面板１８の開口部１８Ａの前側を取囲んだ前周面板２３Ａ
と、内側カバー２２の後周面板２２Ｂに連続するように配置され前記開口部１８Ａの後側
を取囲んだ後周面板２３Ｂと、前記開口部１８Ａを右側から取囲む右周面板２３Ｃと、前
記各周面板２３Ａ～２３Ｃの上端位置に設けられた天面板２３Ｄとにより構成されている
。
【００４０】
　図４、図５に示すように、外側カバー２３の前周面板２３Ａのうち、上，下方向の中間
部から上側部分は、下方から上方に向けて内向き（後向き）に傾いた傾斜面部２３Ａ１と
なっている。また、右周面板２３Ｃのうち、上，下方向の中間部から上側部分は、下方か
ら上方に向けて内向き（左向き）に傾いた傾斜面部２３Ｃ１となっている。この傾斜面部
２３Ａ１，２３Ｃ１には、後述の通気口２４と雨水・塵埃排出ボックス２５とが設けられ
ている。
【００４１】
　ここで、前周面板２３Ａに設けた傾斜面部２３Ａ１と右周面板２３Ｃに設けた傾斜面部
２３Ｃ１について述べる。この傾斜面部２３Ａ１，２３Ｃ１は、前周面板２３Ａ、右周面
板２３Ｃの上側部分を内側に傾けることにより、エンジンカバー１９の小型化を図り、キ
ャブ６に搭乗したオペレータの後方視界を広げる働きを有している。
【００４２】
　右周面板２３Ｃのうち、上，下方向の中間部から下側部分には、前，後方向に連なって
複数個、例えば５個の排気口２３Ｅが設けられている。一方、天面板２３Ｄには、後述す
る尾管２６を取付けるための取付開口２３Ｆが設けられている。さらに、各傾斜面部２３
Ａ１，２３Ｃ１の内側面２３Ａ２，２３Ｃ２には、後述の雨水・塵埃排出ボックス２５が
一体的に取付けられている。そして、外側カバー２３は、建屋カバー１４の上面板１８に
対して開閉可能または着脱可能に取付けられている。
【００４３】
　次に、外側カバー２３に設けられる各通気口２４と雨水・塵埃排出ボックス２５の構成
について述べる。
【００４４】
　通気口２４は、例えばエンジンカバー１９を構成する後処理装置用カバー部材２１の外
側カバー２３に設けられた前周面板２３Ａの傾斜面部２３Ａ１に１箇所、右周面板２３Ｃ
の傾斜面部２３Ｃ１に２箇所、合計３箇所に設けられている。３箇所の通気口２４は、基
本的な形状（構造）が同じであるために、この実施の形態では、右周面板２３Ｃの傾斜面
部２３Ｃ１の前側に配置された通気口２４を代表的に説明するものとする。



(8) JP 6285840 B2 2018.2.28

10

20

30

40

50

【００４５】
　通気口２４は、上，下方向に並んだ複数個、例えば３個の開口２４Ａ，２４Ｂ，２４Ｃ
によって形成されている。ここで、３個の開口２４Ａ，２４Ｂ，２４Ｃは、左，右方向（
水平方向）に長尺な横長開口として形成され、この横長な３個の開口２４Ａ，２４Ｂ，２
４Ｃを上，下方向に多段に並べることにより、通気口２４を形成している。即ち、通気口
２４は、上開口２４Ａ、中開口２４Ｂおよび下開口２４Ｃとにより形成されている。
【００４６】
　各開口２４Ａ，２４Ｂ，２４Ｃの上，下方向の隙間寸法は、例えば後述の雨水・塵埃排
出ボックス２５を損傷するような飛石等の侵入を阻止しつつ、空気、熱気等を十分に流通
できる寸法に設定されている。
【００４７】
　図５に示すように、雨水・塵埃排出ボックス２５は、右周面板２３Ｃの傾斜面部２３Ｃ
１の内側面２３Ｃ２で通気口２４と対向する位置に、３個の開口２４Ａ～２４Ｃを取囲ん
で設けられている。雨水・塵埃排出ボックス２５は、機械室１５とエンジンカバー１９の
外部との間で空気、熱気等が流通するのを許しつつ、機械室１５内に雨水や塵埃が侵入す
るのを阻止するものである。
【００４８】
　図６、図７に示すように、雨水・塵埃排出ボックス２５は、右周面板２３Ｃの傾斜面部
２３Ｃ１の内側面２３Ｃ２に取付けられた状態で、上，下方向の上側に位置して垂直に延
びる長方形状の垂直面２５Ａと、該垂直面２５Ａの下端から傾斜面部２３Ｃ１に向け下方
に傾斜して延びた長方形状の排出案内面２５Ｂと、前記垂直面２５Ａおよび排出案内面２
５Ｂを挟んで設けられた三角形状の側面２５Ｃとにより、山形状の内部空間を有するボッ
クス体として形成されている。
【００４９】
　なお、垂直面２５Ａは、上，下方向に垂直に延びるものとして述べたが、本実施の形態
における垂直とは、上，下方向に延びた形状を表現するものである。即ち、垂直面２５Ａ
としては、落下する雨水や塵埃が後述の内部通気口２５Ｄに侵入し難い形状（角度）であ
ればよく、即ち、上側から下側に向け通気口２４側に僅かに傾斜した形状、または通気口
２４と反対側に僅かに傾斜した形状を含むものである。
【００５０】
　そして、雨水・塵埃排出ボックス２５は、右周面板２３Ｃの傾斜面部２３Ｃ１の内側面
２３Ｃ２に対し、通気口２４の各開口２４Ａ～２４Ｃを取囲むように配置され、この状態
で、例えば溶接手段を用いて外側カバー２３と一体的に固着されている。このように固着
された雨水・塵埃排出ボックス２５は、その垂直面２５Ａが、３個の開口２４Ａ～２４Ｃ
のうち、上部に位置する上開口２４Ａと対面している。一方、排出案内面２５Ｂは、垂直
面２５Ａの下端から下部に位置する下開口２４Ｃに向けて下方に傾斜している。
【００５１】
　ここで、上開口２４Ａと対面する垂直面２５Ａには、長方形状に大きく開口した内部通
気口２５Ｄが形成されている。この内部通気口２５Ｄは、エンジンカバー１９の内部（機
械室１５）と外部との間で空気を流通させるものである。さらに、垂直面２５Ａには、前
記内部通気口２５Ｄを覆う位置に網状部材としての多孔鋼板２５Ｅ（一般的にはパンチン
グメタルと呼ばれている）が設けられている。この多孔鋼板２５Ｅは、その周囲が垂直面
２５Ａに対し溶接手段等を用いて固着されている。これにより、多孔鋼板２５Ｅは、内部
通気口２５Ｄからの土砂の侵入を規制することができる。
【００５２】
　このように構成された雨水・塵埃排出ボックス２５は、図７中に点線矢示で示すように
、各部を冷却して温度上昇した冷却風やエンジン８、排気ガス後処理装置１１等が発生す
る熱気等は、内部通気口２５Ｄ（多孔鋼板２５Ｅ）、通気口２４の上開口２４Ａ等を通じ
て外部に排出することができる。
【００５３】
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　一方、図７中に実線矢示で示すように、通気口２４の各開口２４Ａ～２４Ｃからは、雨
水や塵埃が侵入する。この場合、雨水や塵埃は、上側から下側に向けて落下するから、垂
直面２５Ａに設けた内部通気口２５Ｄに届かずに排出案内面２５Ｂ上に落下する。排出案
内面２５Ｂ上に落下した雨水や塵埃は、該排出案内面２５Ｂの傾斜に沿って下開口２４Ｃ
に向けて案内され、該下開口２４Ｃから外部に排出される。
【００５４】
　なお、外側カバー２３には、天面板２３Ｄに形成した取付開口２３Ｆに尾管２６が取付
けられている。この尾管２６は、外側カバー２３を閉じた状態（または建屋カバー１４の
上面板１８に取付けた状態）ときに、排気ガス後処理装置１１の出口管１１Ｄに接続され
る。
【００５５】
　第１の実施の形態による油圧ショベル１は上述の如き構成を有するもので、次に、この
油圧ショベル１の動作について説明する。
【００５６】
　まず、オペレータは、キャブ６に搭乗して運転席に着座する。この状態で走行用のレバ
ーを操作することにより、下部走行体２を駆動して油圧ショベル１を作業現場まで移動さ
せることができる。また、運転席に着座したオペレータは、作業用のレバーを操作するこ
とにより、作業装置４等を動作させて土砂の掘削作業等を行うことができる。
【００５７】
　油圧ショベル１を稼働しているときには、エンジン８により冷却ファン８Ａが回転駆動
され、外部の空気が左側面ドア１６の吸気口１６Ａ、上面板１８の他の吸気口１８Ｂから
機械室１５内に流入する。この流入した外気は、冷却風として熱交換装置１０に供給され
、エンジン冷却水や作動油等の流体を冷却する。一方、熱交換装置１０を通過して温度上
昇した冷却風は、エンジン用カバー部材２０に設けられた排気口２０Ｅ、後処理装置用カ
バー部材２１の内側カバー２２に設けられた排気口２２Ｅ、外側カバー２３に設けられた
排気口２３Ｅ等から外部に排出される。
【００５８】
　このときに、図７に示すように、温度上昇した冷却風の一部、排気ガス後処理装置１１
が発生する熱気の一部は、各雨水・塵埃排出ボックス２５の内部通気口２５Ｄ、外側カバ
ー２３に設けられた各通気口２４を通じて外部に排出することができる。
【００５９】
　一方、油圧ショベル１の作業現場では、雨が降り、塵埃が舞っている。これらの雨水や
塵埃が各通気口２４を通じてエンジンカバー１９内に侵入した場合、機械室１５内を汚す
ばかりか、エンジン８、排気ガス後処理装置１１等に不具合を生じる虞がある。
【００６０】
　然るに、第１の実施の形態によれば、エンジンカバー１９の後処理装置用カバー部材２
１を構成する外側カバー２３の前周面板２３Ａには、下方から上方に向けて内向き（後向
き）に傾いた傾斜面部２３Ａ１を設け、右周面板２３Ｃには、下方から上方に向けて内向
き（左向き）に傾いた傾斜面部２３Ｃ１を設けている。この上で、各周面板２３Ａ，２３
Ｃの傾斜面部２３Ａ１，２３Ｃ１には、上，下方向に並んだ複数個の開口２４Ａ～２４Ｃ
からなる通気口２４を設ける。さらに、各傾斜面部２３Ａ１，２３Ｃ１の内側面２３Ａ２
，２３Ｃ２で各通気口２４と対向する位置には、３個の開口２４Ａ～２４Ｃを取囲んで雨
水・塵埃排出ボックス２５を設ける構成としている。
【００６１】
　そして、雨水・塵埃排出ボックス２５には、開口の上部位置、例えば上開口２４Ａと対
面しエンジンカバー１９の内部（機械室１５）と外部との間で空気を流通させる内部通気
口２５Ｄを設けている。また、雨水・塵埃排出ボックス２５には、開口の下部位置、例え
ば下開口２４Ｃと対面し通気口２４から雨水・塵埃排出ボックス２５内に侵入した雨水、
塵埃を前記下開口２４Ｃから外部に排出するように案内する排出案内面２５Ｂを設ける構
成としている。
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【００６２】
　従って、エンジン８等の冷却に用いた冷却風やエンジン８、排気ガス後処理装置１１等
が発生する熱気は、雨水・塵埃排出ボックス２５の内部通気口２５Ｄを通じてエンジンカ
バー１９の外部に流出させることができる。しかも、通気口２４を形成する上開口２４Ａ
等から侵入した雨水や塵埃は、下側に向けて落下するから、上部位置に配置された内部通
気口２５Ｄには、雨水や塵埃は入り難くなっている。さらに、雨水・塵埃排出ボックス２
５内に侵入した雨水や塵埃は、下部位置の排出案内面２５Ｂ上に落下し、該排出案内面２
５Ｂに案内されることにより、下開口２４Ｃから外部に排出することができる。
【００６３】
　この結果、油圧ショベル１を傾斜地等に駐機し、エンジンカバー１９の通気口２４に雨
水や塵埃が侵入した際にも、雨水・塵埃排出ボックス２５は、エンジンカバー１９の外側
に雨水や塵埃を排出することができる。
【００６４】
　しかも、上述のような機能をもった雨水・塵埃排出ボックス２５は、エンジンカバー１
９の後処理装置用カバー部材２１を構成する外側カバー２３の内側面２３Ａ２，２３Ｃ２
に対し溶接手段を用いて一体的に取付けることができる。この結果、エンジンカバー１９
を建屋カバー１４に組付ける場合には、雨水・塵埃排出ボックス２５が予め取付けられた
エンジンカバー１９を組付けることができる。これにより、組付けに関する部品点数を削
減することができ、組立作業性を向上することができる。
【００６５】
　雨水・塵埃排出ボックス２５は、上側に位置して内部通気口２５Ｄが設けられた垂直面
２５Ａと、該垂直面２５Ａの下端から下開口２４Ｃに向けて下方に傾斜した排出案内面２
５Ｂとを備える構成としている。従って、雨水・塵埃排出ボックス２５の上部に位置する
内部通気口２５Ｄは、垂直面２５Ａに設けられているから、上方から落下してくる雨水や
塵埃は、内部通気口２５Ｄに入り難くすることができる。さらに、雨水・塵埃排出ボック
ス２５は、例えば板体を折曲げて垂直面２５Ａと排出案内面２５Ｂとを形成し、これに各
側面２５Ｃを設けるだけで、容易に製造することができる。
【００６６】
　一方、雨水・塵埃排出ボックス２５には、内部通気口２５Ｄを覆う位置に網状部材とし
ての多孔鋼板２５Ｅを設ける構成としている。これにより、通気口２４の各開口２４Ａ～
２４Ｃから土砂が侵入しても、多孔鋼板２５Ｅによって内部通気口２５Ｄからの土砂の侵
入を規制することができ、エンジンカバー１９（機械室１５）内を清浄に保つことができ
る。
【００６７】
　通気口２４の各開口２４Ａ～２４Ｃは、左，右方向に長尺な横長開口として形成し、こ
の横長な開口２４Ａ～２４Ｃを上，下方向に多段に並べる構成としている。従って、通気
口２４を形成する各開口２４Ａ～２４Ｃは、通気のための開口面積を確保しつつ、小石等
の侵入を阻止することができる。
【００６８】
　さらに、油圧ポンプ９の上方にエンジン８から排出された排気ガスを処理するための排
気ガス後処理装置１１を設けた構成では、エンジンカバー１９の後処理装置用カバー部材
２１を構成する外側カバー２３の周面板２３Ａ，２３Ｃの傾斜面部２３Ａ１，２３Ｃ１に
設けられた通気口２４は、排気ガス後処理装置１１が発生する熱を外部に排出することが
できる。
【００６９】
　次に、図８は本発明の第２の実施の形態を示している。本実施の形態の特徴は、外側カ
バーの前周面板と右周面板との角隅位置に対し、前周面板と右周面板の両方に亘って１個
の雨水・塵埃排出ボックスを設ける構成としたことにある。なお、第２の実施の形態では
、上述した第１の実施の形態と同一の構成要素に同一符号を付し、その説明を省略するも
のとする。
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【００７０】
　図８において、第２の実施の形態による通気口３１は、前周面板２３Ａの傾斜面部２３
Ａ１の内側面２３Ａ２に設けられ、通気口３２は、右周面板２３Ｃの傾斜面部２３Ｃ１の
内側面２３Ｃ２の前側位置に設けられている。この通気口３１，３２は、第１の実施の形
態による通気口２４とほぼ同様に、３個の開口３１Ａ～３１Ｃ，３２Ａ～３２Ｃを有して
いる。しかし、第２の実施の形態による通気口３１，３２は、各開口３１Ａ～３１Ｃ，３
２Ａ～３２Ｃが、第１の実施の形態による通気口２４の各開口２４Ａ～２４Ｃよりも長尺
に形成されている点で相違している。
【００７１】
　第２の実施の形態による雨水・塵埃排出ボックス３３は、角隅部の形状に沿うように全
体がＬ字状に屈曲して設けられ、２箇所の通気口３１，３２を取囲む大きさを有している
。即ち、雨水・塵埃排出ボックス３３は、通気口３１に対面する第１の垂直面３３Ａ、第
１の排出案内面３３Ｂと、該第１の垂直面３３Ａ、第１の排出案内面３３Ｂから屈曲して
後側に延びて通気口３２に対面する第２の垂直面３３Ｃ、第１の排出案内面３３Ｄと、第
１の垂直面３３Ａと第１の排出案内面３３Ｂの左端部に設けられた側面３３Ｅと、第２の
垂直面３３Ｃと第２の排出案内面３３Ｄの後端部に設けられた側面３３Ｆとにより構成さ
れている。さらに、第１の垂直面３３Ａには、内部通気口（図示せず）を覆うように多孔
鋼板３３Ｇが取付けられ、第２の垂直面３３Ｃには、内部通気口（図示せず）を覆うよう
に多孔鋼板３３Ｈが取付けられている。
【００７２】
　かくして、このように構成された第２の実施の形態においても、前述した第１の実施の
形態とほぼ同様の作用、効果を得ることができる。特に、第２の実施の形態では、２箇所
の通気口３１，３２に対して１個の雨水・塵埃排出ボックス３３を取付けるだけでよいか
ら、組立作業性をより一層向上することができる。
【００７３】
　なお、第１の実施の形態では、雨水・塵埃排出ボックス２５の垂直面２５Ａには、内部
通気口２５Ｄを覆う位置に網状部材としての多孔鋼板２５Ｅ（パンチングメタル）を設け
た場合を例に挙げて説明した。しかし、本発明はこれに限らず、例えば、図９に示す第１
の変形例のように構成してもよい。即ち、第１の変形例による雨水・塵埃排出ボックス４
１を、垂直面４１Ａ、排出案内面４１Ｂ、側面４１Ｃから形成し、その垂直面４１Ａに多
数本のスリット４１Ｄを形成することにより、この多数本のスリット４１Ｄを網状部材と
して用いる構成としてもよい。この場合、スリットに代えて円形孔を穿設する構成として
もよい。
【００７４】
　また、例えば、図１０に示す第２の変形例のように構成してもよい。即ち、第２の変形
例による雨水・塵埃排出ボックス５１を、垂直面５１Ａ、排出案内面５１Ｂ、側面５１Ｃ
、内部通気口（図示せず）から形成し、その垂直面５１Ａに内部通気口を覆うように金網
部材５１Ｄを取付けることにより、この金網部材５１Ｄを網状部材として用いる構成とし
てもよい。これらの構成は、第２の実施の形態にも同様に適用することができるものであ
る。
【００７５】
　第１の実施の形態では、通気口２４を３個の開口２４Ａ～２４Ｃによって形成した場合
を例示している。しかし、本発明はこれに限るものではなく、例えば、図１１に示す第３
の変形例のように構成してもよい。即ち、第３の変形例による通気口６１は、スリット状
の開口６１Ａを上，下方向に４段以上（この第３の変形例では８段（８本）を例示してい
る）並べる構成としてもよい。この構成は、第２の実施の形態にも同様に適用することが
できるものである。
【００７６】
　さらに、各実施の形態では、建設機械としてクローラ式の油圧ショベル１を例に挙げて
説明した。しかし、本発明はこれに限るものではなく、例えばホイール式の下部走行体を
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た他の建設機械にも広く適用できるものである。
【符号の説明】
【００７７】
　１　油圧ショベル（建設機械）
　４　作業装置
　５　旋回フレーム（車体フレーム）
　７　カウンタウエイト
　８　エンジン
　９　油圧ポンプ
　１０　熱交換装置
　１４　建屋カバー
　１６　左側面ドア（左側面板）
　１７　右側面ドア（右側面板）
　１８　上面板
　１８Ａ　開口部
　１９　エンジンカバー
　２０　エンジン用カバー部材
　２０Ａ，２２Ａ，２３Ａ　前周面板
　２０Ｂ，２２Ｂ，２３Ｂ　後周面板
　２０Ｃ　左周面板
　２０Ｄ，２２Ｄ，２３Ｄ　天面板
　２１　後処理装置用カバー部材
　２２　内側カバー
　２３　外側カバー
　２３Ａ１，２３Ｃ１　傾斜面部
　２３Ａ２，２３Ｃ２　内側面
　２３Ｃ　右周面板
　２４，３１，６１　通気口
　２４Ａ～２４Ｃ，３１Ａ～３１Ｃ，３２Ａ～３２Ｃ，６１Ａ　開口
　２５，３３，４１，５１　雨水・塵埃排出ボックス
　２５Ａ，４１Ａ，５１Ａ　垂直面
　２５Ｂ，４１Ｂ，５１Ｂ　排出案内面
　２５Ｄ　内部通気口
　２５Ｅ，３３Ｇ，３３Ｈ　多孔鋼板（網状部材）
　３３Ａ　第１の垂直面
　３３Ｂ　第１の排出案内面
　３３Ｃ　第２の垂直面
　３３Ｄ　第２の排出案内面
　４１Ｄ　スリット（網状部材）
　５１Ｄ　金網部材（網状部材）
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